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１．はじめに

事業の拡張を検討する場合、海外の市場を目
指すことは自然な選択肢の一つです。市場調査
や実証実験を実施する場合、現地に拠点を作っ
た上で自社の従業員を駐在員として送り込むこ
とが一般的です。

しかし、昨今のビジネス展開のスピードを勘
案すると、現地に拠点を設けて、駐在員を送り
込んだのでは、事業側のニーズに対応できない
場合もあります。管理側が保守的に画一的な対
応方法にこだわり続けた場合、事業側は管理側
を無視・排除した形で事業を進めかねず、最悪
の場合、コンプライアンス違反や重大な税務リ
スクに繋がりかねません。昨今はデジタルリ

モート技術の発展を背景に、現地に拠点を作っ
たり駐在員を送り込んだりせず、外部のリソー
スも活用した形で市場調査や実証実験を実施す
る例が増えています。筆者らは、グループ企業
の経営・運営上、必要となる要員とその所在地
国が一致しないグループ企業管理体制を「バー
チャル組織」と呼び、従来型の指揮命令系統に
囚われず、場所さらには組織の枠を超えた企業
管理形態の考察を行います。

連載第２回となる今回は、企業が「バーチャ
ル組織」を活用して、機動的かつ効果的に海外
進出を実施する場合の課題について、ケースス
タディの形式を用いて考察します。

２．ケーススタディ① 外部組織を活用した初期的調査

日本法人Ａ社はASEAN進出を企画しています。Ａ社は、これまで米国、中国に進出してい
ますが、それ以外の国・地域への進出の経験はなく、ASEAN諸国についても具体的な検討は
未了という状況です。

過去の海外進出の際は、慎重に市場調査を実施する観点から、進出予定先に駐在員事務所を
設置し、市場調査を行った上で、現地法人の設置の意思決定を行なっていました。

しかし、機動的な情報把握、意思決定を行うことを重視する現経営陣は、駐在員事務所を設
置することなく進出市場の決定を行うことを検討しています。

当初、現地出張を通じて進出候補の絞り込みを行うことを予定していましたが、海外出張に
ついても可能な限り避けるように指示されました。外部のリソースも活用しつつ進出国の調査
を行うに際して、法務・税務の観点からはどのような点に注意すべきでしょうか？
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現地出張をせずに進出前調査を行うために
は、信頼できる調査会社、会計事務所や法律事
務所を活用することが必須と考えます。従前、
社内で実施していた業務を外注するためには、
外部組織をあたかも自社内の組織の一部のよう
に活用することが必要です。このような組織の
枠を超えた企業管理形態を指向する場合、外部
組織の選定時において、候補となる外部組織が
自社グループのコンプライアンス水準に適合す
るかについての十分なバックグラウンドチェッ
クを実施しなければなりません。また、業務を
外部組織へ委託した後も、その業務の適正性を
確保するためのモニタリング体制を構築してお
く必要もあります。

その上で、外部組織へ委託する業務の内容・
範囲を踏まえた適切な契約を締結することが重
要です。契約の中で、外部組織を適切に管理し
うるように、報告を受ける頻度や内容を明確化
するとともに、外部組織の責任と報酬の支払方
法についても定めておく必要があります。な
お、クロスボーダーの契約においては、必ずし
も契約の相手方が日本法の概念を理解している
とは限らないので、請負契約・準委任契約の区
別、委任契約における履行割合型・成果完成型
の区別等の日本法の概念には頼らずに相手方に
対する成果期待を書ききることが必要です。

次に、税務の観点からは、業務委託先が外部
組織であることを前提とすると、グループ会社
間の取引に適用される移転価格税制やタックス
ヘイブン対策税制などの本邦税務上のルールは
適用されないのが原則です。また、業務委託先
が独立の第三者であること、進出前調査を実施
している段階であること及びＡ社従業員が現地
に赴任していないことを考慮すると、PE認定
課税を受ける可能性も限定的と考えられます。
すなわち、形式的にも実質的にも独立第三者間
取引である限り、重大な課税リスクが潜む可能

性は低いと判断できます。
なお、業務委託先（非居住者又は外国法人）

への支払いが、所得税法第161条に列挙されて
いる国内源泉所得の支払いに該当する場合、源
泉徴収義務の履行が求められるところ、国外の
業務委託先のサービスを受領しているというこ
とを前提とした場合、具体的な作業等が当該業
務委託先の国内PEを経由して行われる場合や、
当該業務委託先の従業員が日本で業務を実施す
る場合等を除き、国内源泉所得に該当すること
は原則としてありません。従って、ほとんどの
ケースでは、国内源泉所得に該当せず、支払い
時に源泉徴収義務はないと考えられます。

ただし、インドやパキスタンなどと結んでい
る租税条約では、プロフェッショナルサービス
などについて、国内法と異なる定めがあるため１、
所得源泉地については、租税条約の定めるとこ
ろに従うことになります（法人税法第139条１
項、所得税法第162条１項）。結果的に、業務
委託先がこれらの国の居住者又は居住法人であ
る場合、一定のプロフェッショナルサービスに
ついては、国外で実施されたものであったとし
ても、国内で実施されたものとみなされ、その
上で、源泉徴収の必要性を判断しなければなり
ません。このような規定の適用により源泉徴収
が必要となる場合において、業務委託先が源泉
徴収されることを想定していなかったケースな
どでは、報酬の純額補償（グロスアップ）を求
めて争ってくることも考えられます。このよう
な場合に備えて、契約書において、源泉徴収の
対象となる場合、源泉徴収税額を控除できるこ
とを明確に記載しておくことが必要です。ま
た、源泉徴収が必要となった場合において租税
条約の恩典税率を利用する際、支払いの前に

「租税条約に関する届出書」の提出が求められ
ます。届出書には業務委託先の署名が求められ
るところ、その回収が遅れ、提出が予定通りに

１　技術上の役務に対する料金（日印租税条約第12条、日パ租税条約第13条）の源泉地ルールは本邦税法と異なっ
ており、法人税法第139条１項、所得税法第162条１項の適用により、源泉地の置換えが生じます。
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進まないことも想定されます。届出書の回収遅
延は支払いスケジュールにも影響を与えること

になるので、届出書への署名の入手のプロセス
にも十分に配慮する必要があります。

３．ケーススタディ② 外部組織を活用した従業員の派遣

Ａ社は順調に初期的調査を完了し、進出市場を絞り込んだ上で、より具体的な市場調査を行
うことになりました。そのために、従業員を数ヶ月単位で派遣したいと考えています。もっとも、
市場調査の結果次第では、市場進出を行わないという判断もあり得るため、この段階においても、
現地拠点を設置せずに調査を進めたいと考えています。

そうしたところ、現地のコンサルティング会社Ｂ社から、Ａ社従業員のビザ発行のための招
聘人（スポンサー）になることも可能との提案を受けました。この提案に従って従業員を派遣し、
調査を進める場合、どのような点に注意することが必要でしょうか？

現地コンサルティング会社Ｂ社がＡ社から受
託した調査業務を実施するためには、当該業務
に関して専門的な知識・経験を有している人材
を充てる必要があります。Ｂ社が現地でそのよ
うな人材を調達することができない場合、Ａ社
の従業員の出向を受け入れることが有力な選択
肢となります。また、このようなアレンジをと
ることで、両社の従業員がＢ社内において共同
で調査業務を遂行することが可能となり、調査
を効率的に実施できるという成果を期待するこ
ともできます。

このような駐在員の受入れは、両者間におい
て実体ある出向契約・業務委託契約を締結する
限り、法律・規制上で大きな障害が生じること
はないと考えられます。加えて、個人所得課税
の点からも、出向者の勤務地と雇用法人所在国
が同一となり、国際的二重課税発生のリスクを
適正な水準に管理することが可能です。

もっとも、本件スキームでは、出向契約及び
業務委託契約の報酬の対象とその金額次第で
は、取引の実質について税務当局から疑念をも
たれる可能性が否定できません。例えば、出向
者の給与見合い金額をＡ社が実質的に負担する
ために業務委託契約の報酬を多額に設定したに
もかかわらず、業務委託契約上の報告書等の成
果物が十分に作成されていなかったような場合

は、当該支払額について、本邦の税務当局から
寄付金認定を受ける可能性が生じます。また、
委託業務の実施により創出される無形資産の帰
属についても注意が必要です。Ａ社側の実質的
貢献の多寡に関わらず、すべての無形資産がＢ
社に帰属するというような立て付けになってい
る場合、業務委託報酬を支払うことの意義・目
的が不明瞭になりかねません。

また、業務委託契約に実体がないと判断され
た場合、出向者が実質的に日本法人Ａ社の社員
としてＡ社の指揮命令下で現地にて業務に従事
しているとの認定を受ける可能性もあります。
このような認定を受けた場合、当該出向者及び
その執務場所がＡ社のPEであるとの認定に直
結します。この点、仮にPE認定を受けたとし
ても、現地で実施している業務が市場調査のみ
の場合、当該PEに帰属する所得は少額であり、
多額の追徴課税に発展しないとの判断をするこ
とも可能と考えられるところです２。しかし、
PE認定がなされた場合、現地での申告書作成
やその基礎となる会計情報の取りまとめ、PE
帰属費用の賦課・配賦・集計など、本社からの
切出し計算において煩雑な作業が発生すること
が懸念されます。PE認定並びにその影響の検
討に際しては、これらの事務工数も考慮に入れ
た総合的な判断を行う必要があります。



50

Vol.42 No.6

連　載

４．ケーススタディ③ ローカルスタッフの採用

Ａ社では本件調査に関して、現地での業務をサポートするローカルスタッフＣの採用を検討
しています。もっとも、当面の間は、現地拠点を設置する予定はありません。このようなケー
スで注意すべき点はどのようなことになるでしょうか？

このような場合、日本法人であるＡ社がロー
カルスタッフＣとの間で直接、雇用契約を締結
することが法律上、可能であるかが問題となり
ます。この点に関しては、当該ローカルスタッ
フが所在する国・地域ごとの検討が必要となり
ますが、外国法人が当該国・地域において自社
の従業員を抱えた場合、自ら事業活動を行った
ものと見なされ、会社法、労働法及び税法上、
不測の責任を負うことが懸念されます。例え
ば、給与の支払いは一般的に、その支払者が源
泉徴収義務を負います。この点、本邦法令に基
づく給与の源泉徴収は日本国内で行う勤務に起
因するものを対象としているため、本邦所得税
法に基づく源泉徴収義務は負わない３と整理で
きますが（所得税法第161条、212条）、現地
国においてPE認定を受けることを前提としま
すと、現地国での源泉徴収義務を負うと整理し
て対応を検討する必要があります。この点、
PE認定を受けたとしても、現地拠点が存在し
ない場合は、源泉徴収を行うための納税者（源
泉徴収義務者）登録や、実際に納税を行うため
の口座の開設など、実務的に多くの課題が生じ
ます。Ａ社としては、ローカルスタッフＣとの
間で雇用契約ではなく、個人との業務委託契約
の形式をとることで、このような雇用にまつわ
る問題点を回避することも考えられますが、雇

用と業務委託の区別は相対的であり、実質的な
指揮命令関係が存在する場合、労働法の規制の
潜脱とみなされるリスクもあります。

そこで、以上の問題を回避するため、Ａ社が
Ｃと直接契約を締結するのではなく、現地の協
力会社（例えば、上述のケーススタディ②の現
地コンサルティング会社Ｂ社）にローカルス
タッフを従業員として雇用してもらう方法が考
えられます。ところが、このような方法をとっ
た場合、当該ローカルスタッフについて、雇用
主であるＢ社の就業規則を始めとする社内ルー
ルの適用を排除することは難しく、Ａ社の人事
管理権をそのまま適用することが困難となりま
す。また、この場合、Ｂ社とＣの関係には現地
労働法が適用されるため、ローカルスタッフの
所在国次第では、現地労働法上、解雇が困難な
場合も想定されます。

そこで、これらの問題を解決するために、雇
用自体は現地の人材派遣会社とし、人材派遣の
形で現地コンサルティング会社などに勤務させ
る方策も考えられるところです。こちらも各国
の人材派遣関連の規制を確認する必要はありま
すが、現地での雇用の負担・責任を人材派遣会
社に負ってもらうことが可能なのであれば、有
効なオプションとなる可能性があると考えられ
ます。

２　単純なサービス提供主体ととらえ、いわゆるセーフハーバー・ルールが適用できるようなケースを想定していま
す。各国の規定を確認する必要はありますが、本邦「移転価格事務運営要領３−11」においては、５％（同条

（１）へ）とすることが求められています。
３　内国法人の役員として国外において行う勤務等については、国内源泉所得とみなされますので、ご留意ください
（所得税法第212条１項12号イ括弧書き）。
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５．まとめ

本稿は、海外進出に際して、機動的かつ効果
的な市場調査等を行うことを目的としてバー
チャル組織を活用することの課題について、
ケーススタディの形で考察を行いました。実際
の検討時にはより多くの事実が複雑に絡まり合
うことが想定されますが、そのような中での考

え方の整理の一助となれば幸いです。次回以降
も、バーチャル組織を活用したビジネス実践に
ついて、ケースを織り交ぜつつさらに考察を続
けたいと考えています。今後の記事にもご期待
ください。

＊AsiaWise Group（AsiaWiseグループ）　https://www.asiawise.legal

外国人を雇用している企業の実務担当者、税理士等の職業会計人の必
携書

四訂版 Q&A　外国人の税務
　 A5判・512頁　定価3,300円（税込）

本書は、外国人の所得税及び消費税について必要な知識や注意すべき点をQ＆Ａ形式でやさしく解説するとと
もに、 各国との租税条約、所得税法における非永住者制度など、 また、 日仏租税条約等に伴う社会保険料控除
の取扱い、LLC 等の特殊な事業体を利用して利益を獲得する場合の課税関係などについても言及しています。
外国人を雇用している企業の実務担当者、あるいは税理士等の職業会計人の方々の必携書です。

四訂版  Q&A　外国人の税務
Ａ5判・512頁 定価3,300円（税込）

●外国人に対する課税については、近年、総合主義から帰属主義への移行に係る抜本改正、
BEPS 勧告に基づく恒久的施設関連規定等の大幅改正、国外財産等に係る資料情報制度の強
化、非永住者の課税所得に係る定義や外国税額控除についての改正、さらに、国境を越え
た役務提供に係る消費税の改正等々大きく変動しています。

●また、租税条約についても、我が国と多数の国との条約改定等が急速に進められる中、
BEPS プロジェクトにおいて策定されたBEPS 防止措置のうち租税条約に関連する措置を各
国間の既存の租税条約に導入することを目的とした「BEPS 防止措置実施条約」が我が国を
含め多数の国に採択・発効されているところです。

●本書は、外国人の所得税及び消費税について必要な知識や注意すべき点をQ＆Ａ形式でやさ
しく解説するとともに、各国との租税条約、所得税法における非永住者制度など、また、
日仏租税条約等に伴う社会保険料控除の取扱い、LLC等の特殊な事業体を利用して利益を
獲得する場合の課税関係などについても言及しています。外国人を雇用している企業の実
務担当者、あるいは税理士等の職業会計人の方々の必携書です。

●四訂版では、「恒久的施設」及び「資料情報制度等」について新章を追加しました。また、
前版刊行後からの改正事項を織り込んでいます。巻末には日米租税条約をはじめとする各
国と締結している租税条約上の特例一覧表も収録しています。

外国人を雇用している企業の実務担当者、税理士等の職業会計人の必携書

四訂版 Q&A　外国人の税務

Ａ5判・512頁　定価3,300円（税込）

四訂版  Q&A　外国人の税務
Ａ5判・512頁　定価3,300円（税込）

●外国人に対する課税については、近年、総合主義から帰属主義への移行に係る抜本改正、BEPS 勧告に基
づく恒久的施設関連規定等の大幅改正、国外財産等に係る資料情報制度の強化、非永住者の課税所得に係
る定義や外国税額控除についての改正、さらに、国境を越えた役務提供に係る消費税の改正等々大きく変動
しています。

●また、租税条約についても、我が国と多数の国との条約改定等が急速に進められる中、BEPSプロジェクト
において策定された BEPS 防止措置のうち租税条約に関連する措置を各国間の既存の租税条約に導入するこ
とを目的とした「BEPS 防止措置実施条約」が我が国を含め多数の国に採択・発効されているところです。

●本書は、外国人の所得税及び消費税について必要な知識や注意すべき点をQ＆Ａ形式でやさしく解説すると
ともに、各国との租税条約、所得税法における非永住者制度など、また、日仏租税条約等に伴う社会保険
料控除の取扱い、LLC 等の特殊な事業体を利用して利益を獲得する場合の課税関係などについても言及し
ています。外国人を雇用している企業の実務担当者、あるいは税理士等の職業会計人の方々の必携書です。

●四訂版では、「恒久的施設」及び「資料情報制度等」について新章を追加しました。また、前版刊行後から
の改正事項を織り込んでいます。巻末には日米租税条約をはじめとする各国と締結している租税条約上の特
例一覧表も収録しています。

外国人を雇用している企業の実務担当者、税理士等の職業会計人の必携書

外国人を雇用している企業の実務担当者、税理士等の職業会計人の必携書

橋本秀法・阿部行輝・原武彦 共編著

橋本秀法・阿部行輝・原武彦共編著

橋本秀法・阿部行輝・原武彦 　共編著

橋本秀法・阿部行輝・原武彦 共編著


